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昨今、「後見人」という言葉をニュースなどで耳にする機会が増えましたが、一般的にはまだまだ普及しておらず、難しい制度であるというイメージをお持ちの方も多いのではないかと思います。
先日、制度に詳しい公証人の方にお話を伺う機会がありましたので、後見制度の中でも、将来の安心を今のうちから決めておける「任意後見制度」についてご紹介したいと思います。
＜成年後見制度とは＞
概略だけご説明すると、認知症、知的な障害、精神の障害等で判断能力が低下した方を守ることを目的として、本人に代わり財産の管理や契約行為をおこなう人「成年後見人」を決めるという制度です。この制度は平成12年4月に出来ました。平成12年と聞いて、もしや、と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか？そう、この平成12年という年は介護保険制度が始まった年でもあるのです。成年後見制度は、契約を基本とする介護保険制度が認知症等で判断能力が低下した人にも安心して利用してもらえるように作られた制度で、介護保険制度と合わせて「車の両輪」のような存在です。
＜２種類の後見制度＞
後見制度は①判断能力がすでに低下した人の後見人を決める「法定後見制度」と、②判断能力があるうちに後見人を決めておく「任意後見制度」の２つに分類されます。このうち、後者の任意後見制度に関して優れているところは、元気なうちから本人が自分の将来のために、誰を後見人にするか、契約を結んでおく事で、前もって決めておけるという点です。
任意後見の契約を結ぶには、公証人がつくる公正証書で契約書を作成する必要がありますが、ここで公証人の出番となります。公証人には、もと弁護士や裁判官、また検察官や法務局長など法務のエキスパートだった人が就いており、全国の公証人役場で約500人が活躍しています。（ちなみに、任意後見契約の公正証書を作成するには、手数料・印紙代など、約1万6千円程度の費用が掛かります。）
＜活用の流れ＞
この記事だけでは全てをお伝えすることは難しいですが、任意後見制度の流れを右にまとめさせていただきましたので、「自分の将来の安心を自分で決めておける」制度であることだけでも憶えていただければと思います。また、身寄りのない方でも、弁護士や司法書士、社会福祉士等が運営している組織が任意後見人を受けてくれます。ご興味のある方は、簡単なパンフレットなども用意してありますので、お気軽に桂台ケアプラザまでご来館ください
横浜市桂台地域ケアプラザ（担当：冨永）　　　　　　


電　　話：045（897）1111　 FAX:045（897）1119


開館時間：月～土曜日9:00～21:00　日曜・祝日9:00～17:00　　休館日：年末年始














転ばぬ先の任意後見制度








